


全国の公開審理に結集し、分限免職者とともにたたかおう！

　・各地の公開審理は、℡03（3581）5311内線2705　人事院事務総局公平審査局調整課に問い合わせてください。

（表から続く）
　しかし、一切の事故責任は厚生労働省、社会保険
庁当局にある。訓告や懲戒処分となった年金記録の
目的外閲覧や、国民年金の免除問題等は言うにおよ
ばず、不祥事においても、当局の責任だ。全ての処
分の即時撤回を求める。
　これに加え、５２５名の分限免職のもととなった正規
職員約１０００名の不採用を取消し、さらに、この数年
間で自主退職を余儀なくされた社会保険労働者につ
いても無条件で全員原職復帰させることを求める。雇
止めとなった非常勤職員も同様である。
２　人事評価制度と成果主義が職員にもたらした

もの

　１９９７年、基礎年金番号導入、成果主義と人事評
価制度導入、年金記録問題対応のサービス残業、土
曜日祝日出勤に伴い、広島県においても現職者等の
自殺者、現職死亡者が数名出ている。しかし、当局
はこのことについて、詳細な調査、その原因追究と報
告を怠っている。国鉄分割民営化において２００名の
自殺者が出た以上に悲惨な現実である。
　つまり、職場の団結を破壊する相対評価の人事評
価制度こそ諸悪の根源である。人事評価制度に基づ
く不採用通知を即刻撤回し、原状復元をつとめよ。
併せて、人事評価制度を即刻廃止せよ。
３　誓約書は労働組合運動の否定と密告社会＝戦

争国家の一里塚だ

　私たち職員には、誓約書への署名を強制したが、
設立委員会、採用委員会の構成員らは、何の誓約も
公にせず、個人として、あるいは組織人として、自ら
の法令遵守について一切明らかにしていない。設立
委員会理事長には、合理化により安全を無視し、リコ
ール問題を続発させているトヨタ自動車の元会長が

就任したように、日本年金機構は初めから安全無視、
金儲け優先だ。
　誓約書は、隣で働く仲間を管理職に成り代って常に
監視し、職場に分断を持ち込むためのものである。
労働者の団結を破壊するものであり、戦中の隣組と
同じ治安支配と戦争協力が目的だ。
４　全ての矛盾は青年労働者にのしかかっている

　日本年金機構法（２００７年法律第１０９号）は、公
的年金制度を民営化、外部委託することで、日本国
憲法第２５条【生存権・国の社会保障的義務】及び
第９９号【憲法尊重擁護の義務】に抵触するものであ
る。
　若年社会保険労働者にまで一時金の自主返納を求
め、それを拒否した約１０００名を日本年金機構に不採
用とし、それを補うものとして、民間からの採用を行
った。日本年金機構への再雇用において、正職員は
全国異動を前提とされたが、国鉄分割民営化におい
てさえ、職員優先と現地採用を原則とした。不採用
者は、国鉄分割民営化の際の特別措置もなされず、
雇用保険がないまま排除された。採用された職員に
おいても、非常勤職員としてより劣悪な労働条件での
採用を余儀なくされた者も多い。また、就職斡旋は
不採用者＝不適当者のレッテル貼りでしかなかった。
これらを雇用努力、分限免職回避の努力とうそぶいて
いる。
　社保庁は、健康保険協会と日本年金機構に分割民
営化され、道州制の基礎となるブロック体制にある。
日本年金機構は、歳入庁構想と道州制による、さら
なる業務の分割民営化と外部委託、市場化テストで、
日本経団連の提唱する労働者の９割非正規労働者化
を推し進めようとしている。それは、これからの社会
を担う青年労働者の未来を奪うものに他ならない。

8月10日(火)午前10時広島合同庁舎にて、
公開審理開始。審理終了後、全国労働者
交流集会(広島市内にて)開催します。

国鉄分割・民営化反対　1047名解雇撤回新たな全国運動スタート

6.13　
　大集会へ
6.13　
　大集会へ

6月13日（日)午後１時

文京シビックホールにて

連絡先　国鉄千葉動力車労働組合

電話　043-222-7207


